
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
数年前のことですが、所用で銀行に行くことが

ありました。日中は授業をしているため、下調べ
もせず夕方に到着したところ、既に窓口が閉まっ
ていました。後で調べると、銀行は銀行法施行規
則で、「午前９時から午後３時まで」と定めされ
ていることが分かりました。「午後３時に仕事が
終わるなんていいな！」と思いましたが、実はそ
の日に受け付けた振込や現金の処理、手紙・小切
手の処理などの業務を行っているようです。 
学校も同様で、児童が下校した後に様々な仕事

をしています。教員の勤務時間は１日７時間 45
分で、その間に 45分間の休憩を取ることが義務
付けられています。本校の勤務時間は、基本的に
下のとおりです。 

出勤 ８：15 
朝学習 

１・２時間目 ８：35 

中休み 10：25 
３・４時間目 10：45 
給食 12：20 
昼休み 13：05 

５・６時間目 
 

13：25 
 

会議 15：00 
休憩 15：40（45分間） 
会議 16：25 
退勤 16：45 

この表を見ていただくと、休憩がお昼の時間帯
ではなく夕方に設定されていることに、違和を覚
える方もいらっしゃるかもしれません。給食は給
食指導で休憩時間を取ることができないため、放
課後の 15時 40分から 16時 25分までの 45分
間を休憩時間として設定しています。しかし、そ
の休憩時間も、その日の授業のまとめや翌日の授
業の準備、保護者の方への連絡などを行っている
のが実態です。その休憩時間の前後には、毎日の
ように会議（職員会議・学年会・各分掌の打ち合
わせ）が設定されています。 
文部科学省「教員勤務実態調査」（令和４年度

実施）によると、国の指針で定める「月 45時
間」の上限を超える時間外勤務（残業）をしてい
た小学校教員が 64.5％いるなど、長時間勤務の教
員が、依然として多いことが明らかになりまし
た。（ちなみに、本校で令和５年４月に月 45時
間以上の時間外勤務をしていた割合は 34.3％でし
た。） 
このため、文部科学省は教師のこれまでの働き

方を見直し、学校における働き方改革を進めてい
ます。令和５年９月８日に文部科学省から発出さ
れた『「教師を取り巻く環境整備について緊急的
に取り組むべき施策（提言）」（令和５年８月 28
日）中央教育審議会 初等中等教育分科会 質の高
い教師の確保 特別部会）を踏まえた取組の徹底等
について（通知）』には、次のような記述があり
ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
取組の具体策 
１ 学校・教師が担う業務の適正化の一層の推進 
（１）「学校・教師が担う業務に係る３分類」を

徹底するための取組 
（２）各学校における授業時数や学校行事の在り

方の見直し 
（３）ＩＣＴの活用による校務効率化の推進 

<中略> 
３ 持続可能な勤務環境整備等の支援の充実 
（１）教職員定数の改善 
（２）支援スタッフの配置充実 
（３）処遇改善 
（４）教師のなり手の確保 

 具体策１（１）の３分類は、次のように分けら
れています。 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 表の３分類の中で、本校では「①登下校に関す
る対応」について、登校時に南門や正門に「上小
ガーディアンズ」などのボランティアの方が立
ち、児童の安全を見守ってくださっています。ま
た、「④地域ボランティアとの連絡調整」につい
ては、令和４年度から配置されている「地域コー
ディネーター」が担っています。⑨⑩⑪⑫⑭など
は、スクール・サポート・スタッフや副校長業務
支援員、学年教育アシスタント、校内別室指導支
援員、学校生活支援員などの支援スタッフが業務
に当たっています。加えて、具体策１（２）に関
しては学校行事の精選や重点化を図ること、１
（３）に関してはフォームによる出欠席連絡、学
校便りと学年便りの一元化、学校メール配信シス
テム（すぐーる）による各種お便りの配信など、
学校における働き方改革を推進しているところで
す。 
 また、３（１）に関しては、子どもたちへの学
びの質の向上の観点と指導授業時数の軽減の観点
から、小学校高学年の教科担任制を今年度から導
入しています。 
子どもたちに効果的な教育活動を行うために

は、教員が健康で生き生きと働くことが大切で
す。そのために、子どもたちと向き合うための時
間や、授業の質を高めるための授業準備の時間を
十分に確保していきたいと考えます。 
未来を担うのは、子どもたちです。保護者や地

域の皆様の御理解と御協力をいただきながら、子
どもたちへのよりよい学校の教育環境を整えてい 
きたいと思います。御理解、御協力の程、どうぞ
よろしくお願いいたします。 

学校における働き方改革の推進について 
～子どもたちと向き合う時間を確保するために～ 
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